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独立行政法人国立公文書館の平成１８年度の業務実績に関する項目別評価 総括表 
   

 

評  価  基  準 委 員 評 価 分科会評 価

中期計画の各項目 
評  価  項  目 

 
（18年度計画の各項目） 

指   標 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

実        績 
 

（記載事項） 

自 

己 

評 

価 

Ａ

委

員 

Ｂ

委

員 

Ｃ

委

員 

Ｄ

委

員 

Ｅ

委

員

指 
 

標 

項 
 

目 
評 価 理 由 

 
１ 業務運営の効率化に関す
る目標を達成するためと
るべき措置 

 
  館の基幹業務である歴史
公文書等の受入れから一
般の利用に供するまでの
業務運営のより効率化等
を図るため、以下の事項に
ついて計画的に取り組む。 

 
１ 業務運営の効率化に関
する目標を達成するため
とるべき措置 
 
 
館に対して示された中
期目標達成に向け、前期
及び前年度の業務実績を
踏まえ、館の業務を更に
円滑かつ効率的に実施す
るため、中期計画及び年
度計画に則り、各業務分
野ごとに可能な限りの数
値目標を盛り込んだ具体
的な執行計画を策定し、
四半期毎にその達成状況
を把握して、その的確な
推進を図る。特に以下の
事項について積極的に取
り組む。 
 

            

 
(1) 業務の効率化 
 

             
(1) 館の業務運営につい
ては、業務全般の効率化
を図り、経費総額につい
て、中期目標の最終年度
（平成21年度）に前期中
期目標の最終年度（平成
16年度）に対して、７％
以上削減する。 
なお、業務の効率化に
際し、館業務が長期的視
野に立って実施すべき
業務であることにかん
がみ、業務の継続性及び
適切な履行の確保に十
分留意しつつ計画的な
削減を図るため、目録デ
ータ入力業務、システム
の保守、設備の維持管理
などの外部委託、賃貸、
保守・修繕に係る経費に
ついて、業務の電子化の
推進、一般競争入札の拡
大などにより、中期目標
期間中、毎事業年度にお
いて、対前年度２％以上
の縮減を図る。 

 
① 前期中期計画及び
前年度計画に引き続
き、歴史公文書等の
受入れ及び保存に係
る業務を同一の部署
の下で一元的に行う
とともに、前期に作
成した目録作成等の
マニュアル及びマイ
クロフィルム撮影マ
ニュアルに基づき、
パートタイマーによ
る効率的かつ的確な
業務を行い、必要に
応じマニュアルの見
直しを行う。 

 

 
・ パートタイマ
ーによる目録作成
の進捗状況、必要
に応じたマニュア
ルの改定状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 分館においてパート職員を活用し、受入れ
から１１ケ月を目標に一般利用に供するため、
一元的に行った。 
・ 業務量等の変化に対応できるよう業務に習熟
したパート職員を引き続き採用したほか、業務
量に応じパート職員の人数を柔軟に増減し、効
率的に作業を行った。 
・ 目録原稿作成を全面的なパソコン入力に変え
た。 
・ 平成１８年度に受け入れた歴史公文書等及び
民事判決原本（大阪大学保管分）は、１９年２
月までに目録原稿の作成をすべて完了した。 
・ パソコン入力原稿をデジタルアーカイブ・シ
ステムの入力データとして活用することとなる
ことから「業務マニュアル」の一部を改訂する
とともに、これに対応する入力手順書を新たに
作成した。 
 
 詳細は報告書３５頁「(2)業務の実施体制」３
６頁「(3)受入れから排架までの業務」に記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ パートタイマ
ーによるマイクロ
フィルム撮影の進
捗状況、必要に応
じたマニュアルの
改定状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 撮影者４名、現像・検査等１名及び撮影前後
処理担当のパート職員を１日平均４名で稼動で
きる体制で実施した。撮影した簿冊数は１，８
３７冊、約９７万コマを撮影した。軽修復は２
，５９２冊行った。 
 
詳細は、報告書５４頁「つくば分館における

撮影等」に記載。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  
② 業務の継続性及び
適切な履行の確保に
十分留意しつつ、設
備の維持管理などの
外部委託、保守・修
繕などの経費につい
て、一般競争入札の
拡大、業務の見直し
などを図ることによ
り、新規に追加又は
拡充されるものを除
き、対前年度２％以
上の縮減を図る。 

 
・ 一般競争入札
の拡大、業務の見
直しなどの進捗状
況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 従来随意契約によっていた設備の維持管理や
ウェブサイト編集などの調達及び新たな調達案
件について、仕様書等を検討・整備するなどに
より、可能なものから一般競争入札に付した。 
・ その結果、一般競争入札の実施状況は、１７
年度１４件に対して、１８年度２４件と大幅に
拡大（７１％増）したところである。一般競争
入札の拡大によって、より経済的な単価で契約
することができ、年度計画等で予定していた数
量以上の進ちょくが図られるなど効率化が推進
された。 
・ 企画競争については、１７年度５件に対して
、１８年度７件に増加するなど、競争性を常に
考慮した調達に努めたところである。 
・ 業務の見直しに関しては、目録原稿作成につ
いて、平成１７年度に手書き原稿からパソコン
入力に試行的に行ってきたが、１８年度からは
本格的なパソコン入力に切り換えた。 
・ また、執務資料である国立公文書館関係法令
・規程集の作成に当たり、印刷物という紙媒体か
ら館内イントラネットで利用できるように職員
自らが整備し、活用を図るなど業務の電子化の推
進を図った。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
 

   
・ 対前年度２％
以上縮減の状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
Ａ 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

    

 
・ 平成１８年度の支出の部における決算総額は
、１，７５５百万円であり、対１７年度、１７
百万円、１．０％の増となっているが、新規に
追加又は拡充された経費を除く既定経費の決算
額は、１，４２０百万円であり、対１７年度、
８６百万円、５．７％の減となっている。 
・ また、外部委託等の執行状況は、平成１８年
度においてアジア歴史資料の所蔵機関からのデ
ータ提供が遅れたことにより、外部委託が対１７
年度大幅な減となっているが、この外的要因を除
いても、対１７年度、４４百万円、８．１％減と
なり、年度計画の２％縮減を達成した。 

詳 詳細は報告書１５頁「(5)業務の効率化」に記
述。 

         

 
(2) 館業務の効率化を図
るため、情報通信技術の
活用とこれに併せた業
務の見直し、簡素化及び
効率化並びに費用の軽
減化などの向上を図る
ための「業務・システム
最適化計画」を平成１８
年度末までのできるだ
け早期に策定する。 

 

 
(2) 「業務・システム最
適化計画」を策定する
ための措置 
 
情報通信技術の活
用とこれに併せた業
務の見直し、簡素化及
び効率化並びに費用
の軽減化などの向上
により、業務の効率化
を図るための「業務・
システム最適化計画」
を年度内に策定する。 

 
 
 
 
・ 業務・システ
ム最適化計画の策
定状況 

 
 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
「業務・システム最適化指針(ガイドライン)
」に基づき、「業務・システム見直し方針」を
作成した。同見直し方針を踏まえ、「業務・シ
ステム最適化計画」(案)を作成し、計画案に関
するパブリックコメントを実施した後、「業務
・システム最適化計画」を決定、公表した。（H
18.11.15）また、同計画策定を受け、「最適化実
施状況報告書」及び「最適化実施評価報告書」の
取りまとめを行った。 
 
詳細は報告書１２頁「(2)「業務・システム最

適化計画」を策定するための措置」に記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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(3) 「行政改革の重要方針
」（平成17年12月24日閣
議決定）を踏まえ、平成
１８年度以降５年間で
平成１７年度末に対し
て５％以上の人員削減
を行うこととし、今中期
目標期間中に常勤職員
１名の削減を行うとと
もに、役職員の給与に関
し、俸給水準の引き下げ
を行うなど、国家公務員
の給与構造改革を踏ま
えた見直しに取り組む。 

 

 
(3) 総人件費改革に関す
る措置 
 
「行政改革の重要
方針」（平成17年12月
24日閣議決定）を踏ま
え、総人件費改革等に
取り組む。 

 

 
 
 
・ 役職員給与の
見直し状況 

 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
 国家公務員の給与構造改革を踏まえ、適時、役
員報酬及び職員給与の改定を行った。 
・平成１７年給与法改正分（4/1施行） 
［俸給水準の引下げ、号俸の４分割による勤務
成績に応じた昇給制度の導入等］ 

・平成１８年給与法改正分 
 ［俸給の特別調整額の定額制等］ 
 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
２ 国民に対して提供するサ
ービスその他の業務の質
の向上に関する目標を達
成するためとるべき措置 

 
  館は、歴史公文書等を適
切に保存し、その記録され
た内容を将来にわたって
一般の利用に供し得る状
態に保つことを最重点課
題としつつ、以下に掲げる
事項に取り組む。 

 

 
２ 国民に対して提供する
サービスその他の業務の
質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措
置 

            

 
(1) 体制整備の検討 

 
公文書等の適切な管
理、保存及び利用を行
うため、内閣官房長官
主宰の「公文書等の適
切な管理、保存及び利
用に関する懇談会」報
告書等を踏まえ、業務
の一層の効率化を図り
つつ、館の機能の充実
強化のために必要な体
制整備を図ることを検
討する。 

 
(1) 体制整備の検討 

 
公文書等の適切な
管理、保存及び利用を
行うため、内閣官房長
官主宰の「公文書等の
適切な管理、保存及び
利用に関する懇談会」
報告書等を踏まえ、業
務の一層の効率化を
図りつつ、館の機能の
充実強化のために必
要な体制整備を図る
ことを検討する。 
 

 
 
 
・ 館の機能の充
実強化のために必
要な体制整備の検
討状況 

 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
・ 理事の常勤化に伴う執行体制の整備として、
幹部会を毎週開催し、より迅速な意思決定による
業務運営を図った。 
・ 館の充実強化及び国際活動の積極的展開のた
め、電子情報や国際関係等について専門的知識
を有する者１名を採用した。 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
(2) 歴史公文書等の受入
れ、保存、利用その他の
措置 
 
① 受入れのための適
切な措置 

 
(2) 歴史公文書等の受
入れ、保存、利用その
他の措置 
 
① 受入れのための
適切な措置 
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・公文書等の把握
・精査の状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ １２月１８日付けで内閣総理大臣から館長に
対し、各府省等から申出のあった行政文書４，
９７０ファイル及び広報資料４３３件の移管の
適否等について意見照会があり、申出のあった
行政文書等は移管を受けることが適当である旨
、また、申出のなかった行政文書等については
別途意見を申し述べる旨の意見を１２月２２日
付けで回答した。 
・ 移管申出のなかったものについては、保存期
間が満了となる行政文書約１０６万ファイルに
ついて、各府省等に出向いて実査、協議を行うな
ど把握・精査した結果、行政文書５７２ファイル
について移管が適当との意見を平成１９年２月
２６日付けで内閣総理大臣に提出した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
    ⅰ) 公文書等の移管

について内閣総理
大臣に対して述べ
る意見の充実を図
るため、あらかじ
め各府省庁が保有
する公文書等を把
握し、専門的知見
を活かして精査を
行うなど、その具
体的な運用、手続
に関する改善方策
の検討を平成17年
度より行い、その
結果を順次反映さ
せる。 

 
    ⅱ) 上記ⅰ)の結果

を踏まえつつ、移
管基準（手続を含
む。）の改善に資
する調査研究を行
って、その結果を
内閣総理大臣に報
告することにより
、順次政府の移管
基準の改善に反映
させる。 

 
    ⅰ) 公文書等の移

管について内閣
総理大臣に対し
て述べる意見の
充実を図るため、
あらかじめ各府
省庁が保有する
公文書等を把握
し、専門的知見を
活かして精査を
行うなど、その具
体的な運用、手続
に関する改善方
策の検討を行い、
その結果を順次
反映させる。 

 
 
 
 
 
    ⅱ) 上記ⅰ)の結

果及び前期中期
計画の移管業務
の実績を踏まえ
つつ、さらなる歴
史公文書等の円
滑な受入れを行
うため、平成１７
年度に改正され
た移管基準の具
体的運用を通し
て把握された移
管手続きに係る
問題点を整理・分
析し、これを踏ま
えた具体的改善
方策の検討を行
う。また、この結
果を内閣総理大
臣に報告するこ
とにより、順次政
府の移管基準及
び手続きの改善
に反映させる。 

 
・ 運用、手続に
関する改善方策の
検討状況 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 新たな移管基準のうち、あらかじめ各行政
機関の長と移管について協議し合意することと
なっている「特定の国政上の重要事項等の指定
」及び「定期的に作成される文書の包括的合意
」について、内閣府とともに、原案を作成した
。そのうち、「特定の国政上の重要事項等の指
定」については、内閣府において、公文書等の
移管に関する有識者ヒアリングの会を開催し、
重要事項指定の基本的な考え方及び指定事項案
等について意見を聴取した後、各府省との協議
を開始した。 
・ 平成１８年度の移管事務の遂行過程で把握さ
れた問題点等を抽出し、次年度以降における運
用、手続き等の改善方策について検討を行った
。その検討の結果を踏まえ、文書不存在による
移管計画変更を極力なくすため、計画リストと
送付リストの不一致が明確となるよう送付目録
の様式変更などを行った。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
Ｅ委員 
 移管申出のなかった
ものについて、積極的な
把握・精査がなされてい
るものと思われます。 

  
    ⅲ) 歴史公文書等

の移管の趣旨の
徹底を図るため、
移管基準を分か
りやすく解説し
たパンフレット
の作成・配布、関
係行政機関に出
向いての説明会、
本館・分館での研
修・施設見学会を
実施する。 

 
 

 
・ パンフレット
の作成・配布の実
施状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
実施済 
・ 新しい移管基準を分かりやすく解説したパン
フレット「歴史公文書等の移管」を１，５００
部、「公文書移管関係資料集」を１，１００部
作成し、各府省等への説明会及び各府省等文書
主管課職員等に対する公文書保存管理講習会等
で配布した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
Ｅ委員 
 以下３項目にわたる
ことですが、パンフレッ
ト配布や説明会の実施
等の後の効果の検討も
なされるとよいと思い
ます。 
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・ 関係行政機関
に出向いての説明
会の実施状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
実施済 
・ 館長が内閣府大臣官房管理室長を同行し、各
府省庁事務次官等に直接面談の上、歴史公文書
等の移管の重要性について説明するとともに、
移管基準の趣旨等について理解を求め移管の促
進方を要請した。 
・ 各府省等文書主管課職員等の歴史公文書等の
移管に対する理解を深めるとともに、移管基準
の周知を図るため、公文書専門官等が移管対象
のすべての府省等に出向き、館作成の「公文書
移管関係資料集」、「歴史公文書等の移管」及
び移管実績を踏まえた「説明資料」を使用し、
歴史公文書等の移管の意義、移管の実例及び移
管後の行政利用等について説明会を実施した。
この説明会に参加した各府省等職員は、合計で
１８機関４５７名であった。 
 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

  
・ 本館・分館で
の研修・施設見学
会の実施状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
実施済 
・ 移管・公開の仕組みへの理解の深化を図ると
ともに、各府省庁等から受け入れた公文書等の
保存の現況をつくば分館において見学させるこ
とにより、｢移管｣に関するより一層の理解と協
力を求めること等を目的として、国の機関に勤
務する文書主管課又は各部局の文書担当者を対
象に実施。                
 
平成18年8月31日の1日間 
  受講者数：１９機関３４名 
 
詳細は報告書５７頁「５ 教育・研修、普及
啓発」に記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

   

 
    ⅳ) 「平成１７年

度公文書等移管
計画」等に従い、
館の効率的な運
営を考慮しつつ、
関係行政機関と
調整の上、歴史公
文書等の円滑か
つ計画的な受入
れを行う。 

 
・ 移管計画(一般
行政文書7,551ﾌｧｲ
ﾙ、広報資料820件)
に対する歴史公文
書等の受入れ状況 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００％以上     
・ 「平成１７年度公文書等移管計画」に基づい
て各府省庁から７，５５１ﾌｧｲﾙ、広報資料８２
０件を受け入れるとともに,平成１９，２０年度
受入れ予定の民事判決原本（大阪大学２年分割
の１年目）３，０５０冊についても前倒しして
受け入れた。 
 
詳細は報告書３６頁「(3)受入れから排架まで
の業務」に記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
    ⅲ) 移管後の情報の

公開を広く信頼が
得られる形で行う
ため、移管された
公文書等の公開に
関し、個人情報保
護や移管元省庁の
意見の勘案等の観
点を踏まえ、合理
的な手続及び公開
基準の在り方につ
いての検討を平成
17年度より行い、
平成18年度目途に
結論を得る。 

 
    ⅴ) 移管後の情報

の公開を広く信
頼が得られる形
で行うため、移管
された公文書等
の公開に関し、個
人情報保護や移
管元省庁の意見
の勘案等の観点
を踏まえ、合理的
な手続き及び公
開基準のあり方
について検討す
る。 

 

 
・ 公文書等の公
開に関しての合理
的な手続き及び公
開基準のあり方の
検討 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 館に置かれている有識者会議の機能を充実
し、歴史公文書等の一般の利用の制限に関する重
要事項等について有識者会議に諮る等の措置を
講じるため、業務方法書を変更した。 
・ 個人情報保護を踏まえた利用規則改正（平成
１８年６月２０日規定第７号、平成１８年７月１
日施行）を行い、本人情報閲覧制度を新たに設け
た。改正された利用規則に基づいて歴史公文書等
に含まれる本人情報の閲覧申込があり、４件の審
査を実施し、すべて本人情報を公開した。 
・ 現行の公開基準の在り方等について時の経過
を考慮した公開基準についての検討結果を集約
した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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② 保存のための適
切な措置 
 
 

            

 
・ 受け入れた歴
史公文書等のうち
、劣化要因の除去
等、必要な措置を
講じた歴史公文書
等の割合 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ 受け入れた歴史的公文書等は、くん蒸、簿冊
ラベルの作成・貼付を行い、書庫に排架し、一
連の作業を終了した。 
 
詳細は報告書３７頁「(3)②くん蒸作業」及び
４１頁「３保存(2)くん蒸」に記述。 
 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
② 保存のための適切
な措置 
 

 
 ⅰ) (2)①ⅳ)によ

り受け入れた歴
史公文書等につ
いて、紙等の劣
化要因を除去す
るために必要な
措置を講じた上
で、温湿度管理
のできる適正な
保存環境の専用
書庫に、簿冊の
製本形態に応じ
た適切な排架を
行い保存する。 

 
・ 専用書庫の環
境状況及び管理体
制 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 書庫の温湿度管理(定温22℃・定湿55%前後) 
、火災対策、光対策を図った。 
・ 書庫及び閲覧室等の温湿度計測を実施し、
問題ないことを確認した。 
・ １階展示室北側窓ガラスについて飛散防止
、紫外線カットのフィルム張替えを行った。 
  
詳細は、報告書４０頁「(1)保存環境」に記述

。 
 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
    ⅰ) 館が保存してい

る歴史公文書等に
ついて、所蔵資料
保存状況調査を踏
まえて平成14年度
に策定した「保存
対策方針」に基づ
き、順次、必要な
修復、媒体変換等
の措置を講ずる。 

 
 

 
    ⅱ) 平成１４年度

に策定した保存
対策方針に基づ
き、順次、必要な
修復、媒体変換等
の措置を講ずる。 

 

 
・ 保存対策方針
に基づく保存のた
めの適切な措置状
況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 「保存対策方針」にマイクロフィルムのクリ
ーニング作業を位置づけ、作業マニュアルを作
成した。 
・ 本館地下３階書庫の木製棚板を中性紙製棚板
に変更し、平成18年度で地下２階及び地下３階
の棚板の変更を終了した。 
 
詳細は、報告書４０頁「(1)保存環境」に記述
。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
Ｂ委員 
 本館地下の書架の視
察を実施し、中性紙製棚
板の変更等、適切な保存対
策措置がなされているこ
とを確認した。 

 
    ⅱ) 劣化が進行して

いる歴史公文書等
のうち、閲覧に供
し得ない状態にあ
る等緊急に措置を
講ずる必要がある
ものについては、
歴史資料としての
重要度を考慮し、
事業年度ごとに数
値目標を設定し、
計画的に修復を実
施する。 

 
 
 
 

 
    ⅲ) 劣化が進行し

ている歴史公文
書等のうち、閲覧
に供し得ない状
態にある等緊急
に措置を講ずる
必要があるもの
については、歴史
資料としての重
要度を考慮し、計
画的に修復を実
施する。 

 
     修復計画：重修

復２７０冊、軽修
復５５５０冊、リ
ーフキャスティ
ング５５００丁 

 
 
 

 
・ 修復計画に対
する修復状況 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ 平成１８年度の修復作業状況は下記のとおり
である。計画に対して１００％以上を達成した
。 
軽修復5609冊（101％） 
重修復278冊（103％） 
リーフ5,615丁（102％） 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ 資料の選択及
び修復作業計画の
状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 第１四半期に、処理対象資料として、昨年度
に引き続き、劣化の著しい昭和２１年の「公文
類聚」を選定し、第２四半期以降処理作業を計
画的に実行した。 
・ 今年度作製した修復ＤＶＤに、少量脱酸処理
の作業工程を収録した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
      また、劣化要因

に応じて、伝統的
な技術に加え、少
量脱酸処理技術等
科学的な保存技術
をも取り入れた修
復を、事業年度ご
とに数値目標を設
定し、計画的に実
施する。 

 

 
    ⅳ) 劣化要因に応

じて、伝統的な技
術に加え、少量脱
酸技術等の科学
的技術等を取り
入れた修復を、資
料の選択及び作
業計画を立て、年
７５０枚を計画
的に実施する。 

 

 
・ ７５０枚の修
復作業状況 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ 平成１８年度の少量脱酸の作業状況は下記の
とおりである。計画に対して１００％以上を達
成した。 
７６０枚（１０１％） 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｅ委員 
 一応Ａと評価しまし
たが、計画で７５０枚と
設定した理由をお聞き
したかったです。この設
定目標が一杯一杯のも
のなのか、それとも簡単
に達成できるものなの
かによって、評価が異な
るように思います。 

 
    ⅲ) 原本の保護及び

利用者の利便性向
上のために、利用
頻度等を考慮して
、順次マイクロフ
ィルム等への媒体
変換を行う。 

 

 
    ⅴ) 原本の保護及

び利用者の利便
性の向上を図る
ため、利用頻度等
を考慮し、順次マ
イクロフィルム
等への媒体変換
を行う。 

 

 
・ マイクロフィ
ルム作成計画（館
内撮影930,000コ
マ、外部委託 1,2
00,000コマ）に対
する変換状況 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００%以上 
・ マイクロフィルム撮影約２２０万コマ完了 
 [内訳] 

館内撮影（平成12年度移管大  蔵省等） 
約97万コマ 
外部委託(平成16年度移管内  閣法制局

等) 約124万コマ 
 
詳細は、報告書５３頁「①16mmマイクロフィル
ム」に記述。《資料３－３４参照》   

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
    ⅳ) 電子媒体の公文

書等の効率的な管
理・保存に向け最
適な保存媒体と管
理方策等について
の検討を平成17年
度より行い、平成1
8年度を目途に結
論を得ることとす
る。 

 

 
    ⅵ) 電子媒体の公

文書等の効率的
な管理・保存に向
け最適な保存媒
体と管理方策等
について、内閣府
懇談会等の議論
の結果を踏まえ
て検討し、今年度
中にその方向性
について結論を
得る。 

 

 
・ 最適な保存媒
体と管理方策等の
方向性についての
検討状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 懇談会報告書の取りまとめに際して、館職員
を内閣府事務官に併任して、内閣府と一体とな
った取組みを行った。 
・ 懇談会報告書で示された「電子公文書等は、
基本的には電子媒体のまま保存することが適当で
ある」との基本的考え方に基づいて、移送後の長
期保存フォーマットの策定等の専門的かつ実証的
な研究等について、内閣府と一体となって取組み
を行うこととした。 
・ 懇談会報告書で「継続的な取り組みが必要」
とされた、「公文書等の作成時又は作成前から
の評価選別」について、カナダ・オーストラリ
ア等で行なわれるマクロ評価選別に関する基礎
的調査研究に着手した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ｂ

 
 

 
 
 
Ｅ委員 
 「内閣府との取組を行
うことにした。」「基礎
的調査研究に着手した。
」とありますが、方向性
について結論を得たと
までは評価できないよ
うに思います。 

 
③ 一般の利用に供す
るための適切な措置 

    

 
③ 一般の利用に供
するための適切な
措置 

            

 
ⅰ) 移管計画に基づ
き受け入れる歴史
公文書等の受入れ
から一般の利用に
供するまでの期間
については、事業
年度ごとに受入れ
冊数を考慮した１
年以内の処理期間
目標を設定し、計
画的に行う。 

 
    ⅰ) 「平成１７年

度公文書等移管
計画」等に基づき
受け入れる歴史
公文書等の目録
を、当該公文書の
受入れから速や
かに作成し、これ
までの公開審査
の事例を基に、公
開・非公開区分の
概定を行い、前年 

 
・ 歴史公文書等
の受入れ後の目録
作成状況 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００%以上 
・ 平成１８年度においては、「平成１７年度公
文書等移管計画」に基づき平成１８年４月から
１０月にかけて受け入れた歴史的公文書等２０
，９１５冊及び広報資料１，４０７点並びに同
年１１月に受け入れた民事判決原本（大阪大学
２年分割の１年目）３，０５０冊について全て
平成１９年２月までに目録原稿の作成を完了し
た。 
 
詳細は報告書３８頁「目録の作成業務等」に
記述 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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     度までの実績を

踏まえ更なる効
率化を図り、当該
歴史公文書等の
受入れから１１
か月を目標に一
般の利用に供す
る。 

 

 
・ 歴史公文書等
の受入れから１１
か月での一般利用
への供用状況 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００%以上 
・ 平成１８年度に受け入れた公文書等２５，７
７７冊の公開・非公開区分の作業を平成１９年
３月までに完了し、全ての目録を公開し一般の
利用に供した。 
・ 平成１８年度末現在目録を公開し一般の利用
に供している歴史公文書等の冊数は６２５，９
９６冊となった。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
    ⅱ) 館の存在とそ

の意義を国民に
周知し、歴史公文
書等の幅広い利
用を図るため、次
の事項を行う。 

             
ⅱ) 歴史公文書等の
より幅広い利用を
図るため、利用統
計等を分析するこ
とにより利用者の
動向等を把握し、
これに応じた展示
会の開催、ホーム
ページの充実、広
報誌の刊行等の広
報も積極的に 

 

      
イ 展示会等あ
らゆる機会を
利用して、館
の機能、役割
、存在意義並
びに館が所蔵
する歴史公文
書等について
、国民への周
知、紹介を図
る。 

 

 
・ 国民への周知
、紹介の状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 館の事業理念の内容を利用者や一般層に分
かりやすく伝えるためのパンフレット｢パブリ
ック･アーカイブズビジョン｣を取りまとめた。 
・ 利用者の更なる利便性及びサービスの向上を
図るためホームページを一新した。 
・ 当館等5機関の主要な所在情報 
を中高生にも理解できるよう工夫した歴史公文
書探究サイト「ぶん蔵」を平成１８年７月に搭
載した。 
・ 近隣文化施設との連携や千代田区ミュージ
アム連絡会への参加、地下鉄駅構内・車内広告
、民間ウェブサイト、ＤＶＤ、パンフレット等
をはじめ様々な媒体を利用して積極的に広報を
実施した。 
  
詳細は、報告書６６頁「６ 刊行物の刊行、広
報」に記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

  
・ 利用者の動向
等の把握のための
情報の収集状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 

 

 
・ 閲覧者アンケート、特別展来場者アンケート
及び館ホームページ「ご意見」コーナー等により
情報収集に努めた。 
  
特別展来場者アンケートの詳細は、報告書５
５頁「(9)利用統計」に記述。 
 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 

 
     ロ 利用統計等

を分析するこ
とにより利用
者の動向等を
把握し、これ
に応じた展示
会の開催、ホ
ームページの
充実、広報誌
の刊行等の広
報も積極的に
行う。 

 

 
・ ホームページ
を充実させた状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ ホームページを一新。 
利用者の更なる利便性及びサービスの向上を
目的に、デザイン、レイアウトの見直し、新規
コンテンツの追加など１９年４月１日公開に向
けた準備を行った。 
・ 歴史公文書探究サイト「ぶん蔵」を平成１８
年７月に搭載した。 
 当館等5機関の主要な所在情報を中高生にも理
解できるよう工夫して紹介。 
 
詳細は報告書６８頁「6-(2)-②ホームページの
刷新」、７８頁「７-(7)-①歴史公文書探究サイ
ト「ぶん蔵」の公開、拡充に記述。 
 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・広報の実施状況 
 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 地下鉄駅構内広告、民間のウェブサイト、
ＤＶＤ，パンフレット等による館の紹介。 
・ 地下鉄車内広告、国立情報学研究所主催の
オープンハウスや図書館総合展等におけるデモ
ンストレーション等によるデジタルアーカイブ
紹介。 
・ 地下鉄窓上広告、駅貼りポスター、政府広
報誌、民間ウェブサイトによる展示会案内。 
・ ホームページ一新に向けてのバナー広告等
を実施したほか、雑誌等への寄稿やＴＶ番組、
学習雑誌等の取材にも積極的に対応した。 
 
詳細は、報告書６６頁「６ 刊行物の刊行、
広報」に記述。≪資料３－５２参照≫ 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  
Ｅ委員 
 広報と利用者動向と
何らかの因果関係はあ
るのか、今後はそのよう
な点についても検証が
必要なように思います。
 

  
     ハ 館のホーム

ページを利用
して、館所蔵
資料、「アー
カイブズ」等
の刊行物、展
示会の案内や
研修会・会議
などの最新情
報を積極的に
紹介する。 

 
・ ホームページ
による最新情報の
提供状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ トップページの「公文書館ニュース」等に最
新情報（更新177回）を掲載した。 
 
詳細は報告書６９頁「6-(2)-②ホームページの
刷新」に記述。≪資料３－５１参照≫ 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

  
さらに、利
用者の便を図
るため、国又
は地方公共団
体が設置する
公文書館（こ
れに準ずる機
関を含む。以
下同じ。）と
のリンクを拡
充する。 

 
・ 他の公文書館
とのリンクの拡充
状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ ９６機関から９９機関へリンクを拡充した。
（国の保存利用機関等(２３機関)、地方公文書
館(４６館)及び海外への公文書館（３０機関）
） 
 
詳細は報告書６９頁「6-(2)-②ホームページの
刷新」に記述。 
・ 平成１７年度に引き続き、岡山県立記録資料
館、国立情報学研究所等との間で、横断検索シス
テムによる連携を行った。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

 
・ マイクロフィ
ルム作成計画（館
内撮影930,000コ
マ、外部委託 1,2
00,000コマ）に対
する進捗状況 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００%以上 
・ マイクロフィルム撮影約２２０万コマ完了 
 [内訳] 

館内撮影（平成12年度移管大  蔵省等） 
約97万コマ 

外部委託(平成16年度移管内  閣法制局
等) 約124万コマ 

 
詳細は、報告書５３頁「①16mmマイクロフィ
ルム」に記述。《資料３－３４参照》 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  
     ニ 重要かつ利

用頻度の高い
歴史公文書等
について、利
用の便を図る
ため、マイク
ロフィルムへ
の媒体変換等
を計画的に行
う。 
  

・ マイクロフィ
ルムの利用状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ マイクロフィルムの利用数は、７，３２７巻
、複写件数は、１，２８０件、７２，６１０コ
マであった。 
 
詳細は、報告書４６頁「（３）利用状況」に
記述。 
・ マイクロフィルム・リーダープリンターを１
台増設し、計７台とし, 利用者の利便性の向上
を図った。 
詳細は、報告書４４頁「③マイクロフィルム・
リーダープリンターの増設」に記述。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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     ホ 原本保護の

観点から閲覧
を制限する必
要のある重要
な古書・古文
書については
、利用者への
利便を図るた
め、マイクロ
フィルムの複
製物を計画的
に作成する。 
 

 
・ マイクロフィ
ルムの複製物作成
計画（館内撮影93
0,000コマ、外部委
託  1,200,000万
コマ）に対する進
捗状況 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００%以上 
・ マイクロフィルム撮影約２２０万コマ完了 
 [内訳] 

館内撮影（平成12年度移管大  蔵省等） 
約97万コマ 

外部委託(平成16年度移管内  閣法制局
等) 約124万コマ 

うち、江戸幕府日記（内閣文  庫）約１
１万コマを撮影。  
 
詳細は、報告書５３頁「①16mmマイクロフィ
ルム」に記述。《資料３－３４参照》   

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

  
     ヘ デジタル化

した所蔵資料
や音声ガイド
を付した過去
の展示会など
が視聴できる
設備を活用し
、利用者に館
の理解を深め
てもらう。 
 

 
・ 所蔵資料や過
去の展示会などの
紹介状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ １８年度春･秋の特別展の画像資料を追加掲
載した。 
 
詳細は報告書７０頁「6-(2)-③各種広報」に記

述 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
・ 常設展・特別
展の開催状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 館業務と所蔵資料について、広く国民の理解
を深めるため、春（「大名－著書と文化－」（4
/8～27）7,455人）、秋（「明治宰相列伝」（10
/7～26）6,868人）に特別展、夏に企画展（「さ
かな・魚・肴」（7/24～9/27）、2,757人）を実
施し、常設展も２回展示替えを行った。 
・ つくば分館においては、夏の企画展として本
館で展示した資料などを活用して「将軍のアー
カイブス」(7/18～10/6)を開催した。入場者数
は638名であった。 
  
詳細は、報告書５０頁「(5)展 
示会の実施」に記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ｂ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
ⅲ) 国民のニーズ等
を踏まえ魅力ある
質の高い常設展・
特別展等を年３回
程度実施する。こ
のため、企画内容
や展示会目録等の
有償化の可能性に
ついて専門家等か
らの意見を聴きつ
つ検討する。 

 

 
    ⅲ) 国民のニーズ

等を踏まえ魅力
ある質の高い常
設展・特別展等を
年３回程度実施
する。このため、
企画内容や展示
会目録等の有償
化の可能性につ
いて専門家等か
らの意見を聴き
つつ引き続き検
討する。 

 

 
・ 企画内容や展
示会目録等の有償
化の可能性の検討
状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 国民のニーズ等を踏まえ魅力ある質の高い特
別展にするため、企画内容や展示会目録等の有
償化の可能性について、「展示アドバイザー会
議」を開催し、専門家等から意見を聴取し、検
討を行った。 
・ 秋の特別展において、展示会目録のカラー頁
を２頁増加し、クイズ等に活用し、親しみ易さ
の向上に努めた。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
Ｂ委員 
 つくば分館における
夏の企画展「将軍のアー
カイブス」の入場者数は
、６３８名となっており
、必ずしも人数のみで評
価することはできない
が、企画展を開催する際
には、国民のニーズを把
握し、ＰＲに努めるなど
、今後のさらなる努力に
期待したい。 
 
 
 
Ｅ委員 
 評価としてはＡにし
ましたが、国民のニーズ
とは、果たして専門家等
の意見聴取で判定する
ものなのでしょうか。む
しろ、利用者アンケート
の方が有効なのではな
いでしょうか。 
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ⅳ) 所蔵する歴史公
文書等について、
広く国民の理解を
深める一環として
、他の機関からの
学術研究、社会教
育等の公共的目的
を持つ行事等に出
展するための 
貸出し申込みに対
しては、歴史公文
書等を取り扱う重
要性・希少性を考
慮し条件を付し貸
出しを行う。 

      貸出審査につい
ては、貸出し機関
等からの事前審査
等に要する時間、
貸出し案件及び貸
出し期間等により
区々であるため、
貸出し機関からの
申請書類整備後速
やかに審査を行い
、貸出決定までの
期間を３０日以内
とする。 

 
    ⅳ) 所蔵する歴史

公文書等につい
て、広く国民の理
解を深める一環
として、他の機関
からの学術研究、
社会教育等の公
共的目的を持つ
行事等に出展す
るための貸出し
申込みに対して
は、歴史公文書等
を取り扱う重要 

     性・希少性を考
慮し条件を付し
貸出しを行うと
ともに、貸出しの
決定までの期間
を申請書類整備
後３０日以内と
する。 

 

 
・ 歴史公文書等
の貸出し申込みか
ら貸出し決定まで
の状況 
 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ ２３件１３８冊の貸出し申込みに対して、す
べて３０日以内に貸出しを決定した。（平均日
数１０日） 
  
詳細は、報告書４６頁「④貸出し」に記述。 

 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
ⅴ) 要審査文書（公開
されている歴史公
文書等のうち、一
部に非公開情報が
含まれている簿冊
）の閲覧申込があ
った場合は、次の
期間内に審査し、
閲覧に供する。 

 
    ⅴ) 要審査文書（

公開されている
歴史公文書等の
うち、一部に非公
開情報が含まれ
ている簿冊）の閲
覧申込について
は、次の期間内に
審査し、閲覧に供
する。 

 

          
 

 
 
 
 

 
ア 閲覧申込があ
ってから３０日
以内に審査し、
閲覧に供する。 

      
イ 閲覧申込が
あってから 
３０日以内に
審査し、閲覧
に供する。 

 

 
・ ３０日以内に
審査し閲覧に供し
た状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 平成１８年度の審査冊数２，９８８冊のう
ち、閲覧申込みから３０日以内に審査を処理し
たもの２，９７９冊（うち公開２，１８４冊、
袋掛け等７９５冊） 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
イ 前項にかかわ
らず、事務処理
上の障害その他
正当な理由によ
り３０日以内に
審査することが
できないときは
、３０日を限度
として延長し、
審査できない理
由及び期間を閲
覧者に連絡する
。 

   

 
     ロ 前項に関わ

らず、事務処
理上の障害そ
の他正当な理
由により３０
日以内に審査
することがで
きないときは
、３０日を限
度として延長
し、審査でき
ない理由及び
期間を閲覧者
に連絡する。 

 
・ ３０日を限度
として延長した状
況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ ３０日以内に審査できなかった9冊について
は、審査できない理由及び審査期間の見込みを
閲覧申込者に連絡しており、その後も、審査の
進ちょく状況を閲覧申込者に適宜連絡している
。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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ウ 閲覧申込の公
文書等が著しく
大量又は内容等
の確認に時間を
要する場合は、
６０日以内に審
査する。 

 
 

 
     ハ 閲覧申込の

公文書等が著
しく大量又は
、内容等の確
認に時間を要
する場合は、
６０日以内に
審査する。 

 

 
・ ６０日以内に
審査した状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ ３０日を超え６０日以内に審査を処理したも
のは９冊である。９冊はすべてＢ・Ｃ級戦犯に
関する裁判関係資料であり、個人の記録が大量
に含まれている国語（英語）で記載されたペー
ジが多かったため、審査に時間を要したもので
ある。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

 
エ 著しく大量又
は内容等の確認
に時間を要する
ため、６０日以
内にそのすべて
を審査すること
により事務の遂
行に著しい支障
が生じる場合に
は、相当の部分
につき審査し、
この場合も審査
できない理由及
び期間を閲覧者
に連絡する。 

 
     ニ 著しく大量

又は、内容等
の確認に時間
を要するため
、６０日以内
にそのすべて
を審査するこ
とにより事務
の遂行に著し
い支障が生じ
る場合には、
相当の部分に
つき審査し、
この場合も審
査できない理
由及び期間を
閲覧者に連絡
する。 
 

 
・ ６０日以内に
審査できなかった
状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 該当なし 

 
― 

 
― 

 
― 

 
― 

 
― 

 
―

 
 

  

 
④ デジタルアーカ
イブ化の推進 

 
歴史公文書等を

広く一般の利用に
供するため、インタ
ーネットを通じ所
蔵資料を検索し、デ
ジタル画像を閲覧
できるデジタルア
ーカイブを継続運
用する。 

 
 

             
④ デジタルアーカイ
ブ化の推進 

 
歴史公文書等の幅
広い提供を行うため、
デジタルアーカイブ
化の促進を図り、いつ
でも、どこでも、だれ
もが、自由に、無料で 
インターネットを通
じて広く歴史公文書
等の利用ができるよ
うにするため、 
平成17年度よりデジ
タルアーカイブ・シス
テムの運用を開始す
るとともに、事業年度
ごとに数値目標を設
定し、計画的に所蔵資
料のデジタル化を推
進する。これにより、
館ウェブサイトのア
クセス件数を前期中
期目標の最終年度（平
成16年度）に比べ中期
目標の最終年度（平成
21年度）には、２５％
以上の増加となるよ
うに努める。 

 
    ⅰ) 画像について

は、既存のマイク
ロフィルムから
約５３万コマを
デジタル化し、こ
れまでにデジタ
ル化した画像と
合わせて約１１
６万コマのデジ
タル画像をイン
ターネットで公
開する。 

 
  
   
 

 
・ マイクロフィ
ルムのデジタル化
（53万ｺﾏ）の進捗
状況 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ マイクロフィルムより、憲法制定及び戦後改
革に関連する資料など約８８万コマをデジタル化
し、これまでにデジタル化した画像と合わせて
約１６５万コマのデジタル画像をインターネッ
トで公開した。 
 
詳細は報告書４９頁「②イ マイクロフィルム
からのデジタル化」に記述。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ ポジフィルム
等のデジタル化（
 150点）の進捗状
況 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ 朽木家古文書、正保城絵図などの貴重資料に
ついて、ポジフィルムより１５６点のデジタル
画像を作成し、デジタル･ギャラリーに追加した
。 
 
詳細は報告書５０頁「②ロ 高精細画像閲覧の
インターネットによる公開」に記述。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 

 
ⅱ) 大判又は原
本保護のため閲
覧に供されてい
ない重要文化財
、その他貴重な
資料である絵図
等については、
既存のポジフィ
ルム及び新たに
撮影するものか
ら約１５０点を
デジタル化し、
これまでに提供
してきた画像と
合わせて約５２
０点のカラーデ
ジタル画像をイ
ンターネットで
公開する。 

 
・ インターネッ
トでの一般公開の
実施状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ デジタルアーカイブ・システムにおいては、
これまでにデジタル化した画像とアジア歴史資
料センターとのリンク分を合せて約４２８万コ
マのデジタル画像をインターネットで公開した
。 
・ デジタルギャラリーにおいては「朽木家古文
書(重要文化財）」など１５６点の画像と、これ
までに提供してきた画像と合わせて５３１点の
カラーデジタル画像をインターネットで公開し
た。 
 
詳細は報告書５０頁「②ロ 高精細画像閲覧
のインターネットによる公開」に記述。 
・ 館ウェブサイトのアクセス件数は２９９，５
５３件であり、対前年度約１５％増となった。 
 
詳細は報告書６９頁「6-(2)-②ホームページ

の刷新」に記述。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

  
    ⅲ) 閲覧サービス

の向上を図るた
め、館の保管に係
る歴史公文書等
の既存目録の検
索手段の充実及
び見直し等を進
める。 

 

 
・ 既存目録の検
索手段の充実及び
見直しの状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 平成１８年３月１日に公開した１７年度受入
公文書等の各府省別資料群への整理、昭和３０年
以降の閣議案件等を編集した内閣公文を当時の分
類規則に従い「国政一般」・「国会」等の１６資
料群への細分化を行う等追加情報を作成した。 
・ 平成１７年度に作成した組織変遷のデータを基
に、検索システムと連動した各省組織変遷図のウ
ェブページを作成した。 
  
詳細は報告書５０頁「③検索補助手段の充実」
に記述 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
⑤ 保存及び利用に関
する研修の実施その
他の措置 

    

 
⑤ 保存及び利用に
関する研修の実施
その他の措置 

    
 

            

 
    ⅰ) 国の機関の職員

を対象として歴史
公文書等の保存及
び利用に関する基
本的知識の習得、 
専門的知識の習得
及び実務上の問題
点等の解決方策の
習得に係る研修を
体系的に実施する 

 

 
ⅰ) 館及び国の
機関等並びに
地方公共団体
等の職員を対
象として、歴
史公文書等の
保存及び利用
に関し、次の
目的を持つ体
系的な研修を 

 
・ 体系的な研修
内容及び専門的・
技術的な助言の有
無 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 国及び地方公共団体の保存利用機関等の職員
を対象として「歴史公文書等の保存及び利用に関
する基礎知識の習得」、「専門的知識の習得」及
び「実務上の問題点等の解決方策の研究」を目的
として、受講者の段階に応じ、体系的な研修を開
催した。 
  《資料３－３８参照》 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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とともに、専門的
・技術的な助言を
行う。 

      また、内閣総理
大臣から委託を受
け、地方公共団体
の職員をこれらの
研修に参加させる
とともに、公文書
館の運営に関する
技術上の指導又は
助言を積極的に行
う。 

      これらの機関等
に対して行う体系
的な研修について
は目的別にコース
を設定し、年間延
べ研修日数は３０
日程度、延べ受講
者は１００名程度
とする。 

 
 

 
実施するととも
に、専門的・技術
的な助言を行う。
また、年間延べ研
修日数は３０日
程度、延べ受講者
は１００名程度
とする。 

 
・ 研修等への派
遣元の意見 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
〔職員研修会〕 
 派遣元４３機関へアンケートを行った結果、す
べての機関から回答（１００％）があり、その
うち、総合評価で「満足・ほぼ満足」が４３機
関(１００％)であった。主な意見としては、次
のようなものがあった。 
・ 「行政資料の整理・保存の重要性と行政文
書の電子化など、新たな課題についても理解を
深めることができ、全般的にもよかったと思っ
ている。」 
・ 「新任職員に知識を付けさせる研修内容もさ
ることながら、受講者が全国の公文書館等の方
々との連絡ができやすくなる等、副産物も収穫
の一つである。」 
・ 「この研修会は講義内容が多岐にわたってお
り、バランスもよくとれている。公文書館職員
として職務経験の浅い者に対し、歴史資料とし
て重要な公文書等の保存及び利用に関する基本
的事項の習得を通じて公文書館職員としての資
質の向上を図る上で大変意義があると考える。
」 
 
〔専門職員養成課程〕      
８機関すべてから回答（１００％）があり、
そのうち総合評価は「満足・ほぼ満足」が８機
関(１００％)であった。主な意見としては、次
のようなものであった。 
・ 「４週間もの研修への参加は、館の業務運営
面では大きな負担ではあるが、充実したカリキ
ュラムであり、研修期間としては適当と思われ
る。」 
・ 「公文書保存問題は、行政における喫緊の課
題であり、当然のごとく、その専門職員の養成
も重要であることから、専門職員養成に向けた
課程として期待している。」 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

     
〔実務担当者研究会議〕 
３０機関すべてから回答（１００％）があり、
そのうち、総合評価で「満足、ほぼ満足」が２
８機関（９３％）であった。主な意見としては
、次のようなものがあった。 
・ 「この研究会議は、講義主体の受身的なもの
ではなく、グループ討論や質疑応答など、参加
者同士が率直に意見交換できる機会が多いので
大変良い。」 
・ 「実務に密着したこのような会議はぜひとも
継続していただきたい。当館としては職員の数
が少ないため、やりくりに難しい点もあるが、
この程度の期間であれば参加も可能であると思
われる。」 
・ 「当面する重要な課題について、講義受講の
ほか、日頃情報を得る機会が少ない他府県の公
文書館等の実務経験を収集・交換できるよい機
会であった。｣  
 
詳細は報告書５７頁「５ 教育・研修、普及啓発
」に記述。 
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・年間の研修日数
（３０日程度） 
 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ ３１日 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 

 

 
・年間の受講者数
（１００名程度） 
 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ １３８人 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

 
・ 参加人数、研
修内容 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 平成１８年９月４日から９月８日までの５日
間 
・ 参加人数：４４機関５５名 
・ 公文書館法（昭和６２年法律第１１５号）の
趣旨の徹底並びに歴史資料として重要な公文書
等の保存及び利用に関する基本的な事項の習得
を目的に実施。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
   

      イ 保存利用機
関等の職員を
対象とした研
修 
・ 公文書館
法（昭和62年
法律第115号
）の趣旨の徹
底並びに歴
史公文書等
の保存及び
利用に関す
る基本的な
事項の習得 

 

 
・ 参加者の意見 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

    

 
受講者５５名全員から回答（１００％）があり
、総合評価で「満足・ほぼ満足」が５５名（１
００％）であった。主な意見としては、次のよ
うなものがあった。 
・ 「公文書業務の基本を再確認することができ
ただけでなく、国立公文書館の業務、デジタル化
への対応、国における中間書庫導入の動きなどに
ついて最新情報を得ることができ、大変有意義だ
った。」 
・ 「カリキュラムのバランスが良かった。講師
陣も理論と実践の両面から選任されており、初
任者研修としては非常に質の高いものだった。
」 
・ 「公文書館職員としてまだ職務経験の浅い者
にとって、歴史資料として重要な公文書等の保
存及び利用に関する基本な事項が習得できる大
変有意義な機会であり、また、全国から集まっ
た公文書館職員の方々とも情報交換等ができ、
大きな成果となった。」 
・ 「移管基準や公開などの講義は、現在の業務
に直結した知識として大変役に立った。また、
アーカイブズ、著作権、文書の保存などに関す
る講義は、自分の業務に関連する知識として大
変参考になった。」 

         

  
・ 公文書館
法第４条第
２項に定め
る専門職員
として必要
な専門的知
識の習得 
 

 

 
・ 参加人数、研修
内容 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
前期：平成１８年９月２５日から 

１０月６日の２週間 
後期：同年１１月６日から１７日の２週間 
合計４週間 
 
・ 参加人数：９機関９名 
・ 公文書館法第４条第２項に定める公文書館専
門職員として必要な専門的知識を習得し、もって
公文書館の中核的な業務を担当するにふさわし
い専門職員の育成に資することを目的として、国
又は地方公共団体が設置する公文書館に勤務す
る職員を対象に実施。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ 参加者の意見 
 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
受講者９名全員から回答（１００％）があり、
総合評価で「満足・ほぼ満足」が９名(１００％)
であった。主な意見としては、次のようなものが
あった。 
・  「各界の第一人者の講義を聴けたことや今
まで知らなかったこと、再度改めて認識できた
ことなど、多岐にわたり専門職員としての意識
を高めることができた。」 
  「おおむね、すべての講義が自分のこれまで
やってきた業務、現在取り組んでいる業務に密
接に関連があり、これまで疑問に思っていた事
項について、専門官に直接質問して回答を得る
ことができたのみならず、実際の業務に生かせ
る様々なヒントが得られた。」 
・  「各界の著名な方、実務経験のある方など
、バラエティに富んだ講師陣であり、勉強にな
った。市町村職員として、国の機関や他県の方
と普段接する機会も無く、今回の研修は貴重な
機会であり収穫であった。」 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

  
・ 歴史公文
書等の保存
及び利用に
関し、特定の
テーマに関
する共同研
究等を通じ
ての実務上
の問題点等
の解決方策
の習得 

 

 
・ 参加人数、研
修内容 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 平成１９年１月３０日から２月１日までの３
日間 
・ 受講者数：３１機関３２名 
・ 歴史資料として重要な公文書等の保存及び利
用に関し、特定のテーマに関する共同研究等を
通じて実務上の問題点等の解決方策及び養成課
程等で学んだことを、更に掘り下げて習得する
ことを目的として、国又は地方公共団体の設置
する公文書館に勤務する専門的職員を対象に実
施。 
今回は「公文書館におけるデジタルアーカイブ
の推進－デジタルアーカイブの構築に向けて－
」をテーマとして開催し、「デジタルアーカイ
ブ概論Ⅰ・Ⅱ」、「電子政府の取組と文書管理
業務・システムの最適化」、国と地方の事例報
告に加え、デジタル・アーカイブシステム構築
に関する業務・作業の実際について理解を深め
るため、システムを構成するハードウエア、デ
ジタルアーカイブ関連機器、資料のデジタル化
業務等について、見学と実習を行った。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

   
・ 参加者の意見 
 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
受講者３２名全員から回答（１００％）があり
、そのうち、総合評価で「満足・ほぼ満足」が３
０名（９４％）であった。主な意見としては、次
のようなものがあった。 
・ 「講義主体の受身的なものではなく、グル
ープ討論や質疑応答など受講者同士が率直に意
見交換できる機会が多いので、大変よかった。
」 
・ 「現場の見学は大変役立った。用語やシステ
ムに関する基礎的な説明もありがたく、最先端
の技術を目の当たりでき、今後のシステム改訂
等の際に大変参考となるものであった。」 
・ 「講義概要を事前に送付されたことでそれぞ
れの講義テーマの理解の助けになった。また事
前にアンケートが実施されたことで、講師陣の
方々の多くが受講生の疑問を反映した話を講義
中に盛り込まれたり、質問への回答を用意して
くれたりなどの対応をしていただけて、大変よ
い手法ではないかと考える。」 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ 「ノート型ＰＣが二人に１台ずつ用意されて
いて、討論内容の記録と整理に使用できたほか
、参加者それぞれの所属機関のホームページを
相互に閲覧することができ、それぞれの館の業
務の概要や資料目録、データベース等の現状 
 
や運用の問題について、質疑等を交わすことがで
きた点が有意義であった。｣ 
 

         

  
・ 参加人数、研
修内容 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 平成１８年７月３日から５日までの３日間 
・ 受講者数：２２機関４２名 
・ 「公文書館法」及び「国立公文書館法」の趣
旨を徹底し、かつ、歴史資料として重要な公文
書等の管理等に関する基本的事項を習得させる
とともに、館の業務が国の機関等との関係にお
いて効率的かつ円滑に推進されることに寄与す
ることを目的として、国の機関に勤務する文書
主管課等の職員を対象に実施。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 

 
      ロ 国の文書管

理担当者等を
対象とした研
修 

       新しい移管
、公開等の仕
組みへの理解
の深化及び歴
史公文書等の
管理に関する
基本的事項の
習得 

 

 
・ 参加者の意見 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
受講生４２名全員から回答（１００％）があり
、そのうち、総合評価で「満足・ほぼ満足」が４
２名（１００％）であった。主な意見としては、
次のようなものがあった。 
・  ｢日本の公文書館が諸外国よりも大きな遅れ
をとっていることが分かり、まずはこの存在を
我々が国民に、職員に大きくアピールしていく
ことが必要だと思った。」 
・  「公文書館の社会的役割、技術的な管理、
利活用といった各方面に関して、精通した方々
の講義を拝聴でき、今後の文書管理のあり方に
ついて考える良い機会となった。」 
・  ｢すべての講義において、講師の話が大変興
味深く、分かりやすい内容であったため、大変
勉強になった。また、施設内(特に地下の書庫)
の見学、修復作業の見学が大変良かった。」 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
    ⅱ) 国の文書管理

担当者等を対象
とする研修の充
実方策並び 
に国及び地方公
共団体等の保存
利用機関の職員
に対する研修の
強化方策 

       

             
ⅱ) 国の文書管理担
当者等を対象とす
る研修の 
充実方策並びに国
及び地方公共団体
等の保存利用機関
の職員に対する研
修の強化方策を検
討し、これらの結
果を平成18年度よ
り業務に反映させ
る。 

 

 
      イ 国及び地方

公共団体等の
保存利用機関
の職員に対す
る研修のうち
、公文書館専
門職員養成課
程については
カリキュラム
内容等の充実
を図る。 

 

 
・ カリキュラム
等を充実させた内
容 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 

平成１８年度においては以下のとおり実施し

た。 

・ 研修科目群の集中化、情報科学及び個別課

題演習の時間数の拡大、修了論文研究のカリキ

ュラム化を図った。 

 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ 修了論文研究(自宅又は職場)を前期及び後

期に各１週間追加、研修期間を事実上前期３週

間、後期３週間の計６週間に延長した。 

・ 修了論文執筆要領を作成した。 

・ 受講者用パソコン貸与、講義終了後の自習

時間の設定(必要に応じ専門官等の助言)を行っ

た。 

 

平成１９年度については平成１８年度から採

り入れた上記内容を踏襲し、さらに以下のとお

りに実施することとしている。 

・ 受講者の推薦依頼先の拡大、１８年度から

実施したカリキュラ  

ム等の見直しの継続を図る。 

・ EASTICA 東京総会の際のシンポジウムをカリ

キュラムとして位置付ける。 

 

         

  
      ロ 上記以外の

研修について
は「公文書館
制度を支える
人材養成等の
ためのＰＴ」
において更な
る検討を行い
、これらの結
果を平成１９
年度以降業務
に反映させる
。 

 

 
・ 公文書館制度
を支える人材養成
等のためのＰＴに
おける検討状況 
 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 

１．平成１８年度に採り入れた事項 

 

〔職員研修会〕 

 ・カリキュラムのうち、１コマ９０分を４コマ

目のみ１２０分とし、３０分延長して実施し

た。 

 

〔つくば分館研修・見学会〕 

 ・講義科目について、「移管」と「公開」に加

え、分館の「受入実務」を追加した。 

 

〔実務担当者研究会議〕 

・施設見学先との調整、デジタ 

ル化に関する各館の状況調 

査、受講者への事前アンケート調査に基づ

く要望の把握、質疑応答時間の充分な確保

等を実施した。 

 

〔その他、各研修共通事項〕 

  ・研修講師に関する調整、講義概要資料の事前

作成及び事前配布を実施した。 

  ・受講者の推薦依頼先の追加、指定管理者制度

導入状況について検討を行った。 

 

２．平成１９年度以降中長期的研修に係る事項 

 

〔保存管理講習会〕 

 ・希望者による分館見学を実施し、事実上、期

間を１日延長する。 

  ・研修本を作成する。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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〔つくば分館研修・見学会〕 

 ・講義科目について、「移管」と「公開」に加

え、分館の「受入実務」を追加する。 

 

〔職員研修会〕 

 ・分館見学を取りやめ、代わりに国立公文書館

における「移管」、「受入」、「評価選別」、

「利用」について、一貫した講義を実施する。 

 ・事例報告と討論をアンケート結果に基づき、

研修最終日に変更して実施する。 

 

〔実務担当者研究会議〕 

   １９年度のテーマは、「保存・修復」とする。 

 

〔その他、各研修共通の事項〕 

  ・講義概要資料の事前作成及び事前配布を実施

する。 

  ・研修日程調整及び講師依頼調整を実施する。 

・研修環境の整備(受講者や研   

究者用の資料閲覧のための図書室整備)及

び研修本の作成について検討する。 

 

３．研修教材用ＤＶＤ「国立公文書館における資

料修復」の作成 

 修復についての知識と技術を網羅的に取り上

げ、映像によって作業手順等の具体的な技術が

容易に理解・習得できることを目的に、研修教

材用として「国立公文書館における資料修復」

ＤＶＤを作成した。 
 
詳細は報告書５７頁「５ 教育・研修、普及啓
発」に記述 
 

         

  
    ⅲ) 情報の提供、

意見交換等 

            

  
      イ 歴史公文書

等の的確かつ
効率的な移管
・公開業務の
推進に資する
ことを目的と
して、国の機
関の文書主管
課職員その他
の部局の文書
担当等の職員
を対象に、関
係行政機関に
公文書専門官
等を派遣する
形の説明会や 

 

 
・ 関係行政機関
に出向いての説明
会の実施状況 
 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
実施済 
・ 館長が内閣府大臣官房管理室長を同行し、各
府省庁事務次官等に直接面談の上、歴史公文書
等の移管の重要性について説明するとともに、
移管基準の趣旨等について理解を求め移管の促
進方を要請した。 
・ 各府省等文書主管課職員等の歴史公文書等の
移管に対する理解を深めるとともに、移管基準
の周知を図るため、公文書専門官等が移管対象
のすべての府省等に出向き、館作成の「公文書
移管関係資料集」、「歴史公文書等の移管」及
び移管実績を踏まえた「説明資料」を使用し、
歴史公文書等の移管の意義、移管の実例及び移
管後の行政利用等について説明会を実施した。
この説明会に参加した各府省等職員は、合計で
１８機関４５７名であった。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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       本館・分館で

の施設見学会
を実施する。 

 

   
・ 人事院主催行政研修(係長級)第１２１回(平
成１８年１０月３１日 受講者４１人)及び第
１２２回(平成１９年２月２１日 受講者３１
人)の２回にわたり、我が国の公文書館制度の概
要、諸外国における制度、公文書のライフサイ
クル等アーカイブズの基本的な知識とともに、
今後の我が国の公文書館制度及び公文書管理シ
ステムの目指すべき仕組みについて館長が特別
講義を実施。 
 

         

   
・ 本館・分館で
の施設見学会の実
施状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・  移管・公開の仕組みへの理解の深化を図る
とともに、各府省庁等から受け入れた公文書等
の保存の現況をつくば分館において見学させる
ことにより、｢移管｣に関するより一層の理解と
協力を求めること等を目的として、国の機関に
勤務する文書主管課又は各部局の文書担当者を
対象に実施。                
平成１８年８月３１日の１日間  受講者数：１
９機関３４名 
 
詳細は報告書５７頁「５ 教育・研修、普及
啓発」に記述 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

  
      ロ 移管基準を

分かりやすく
解説したパン
フレットを作
成し、国の機
関等に配布す
ることにより
、公文書館の
役割、公文書
の移管、保存
等に関する情
報の提供を行
う。 

 

 
 移管基準解説パ
ンフレットの作成
・配布状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

実施済 

・ 新しい移管基準を分かりやすく解説したパン
フレット「歴史公文書等の移管」を１，５００
部、「公文書移管関係資料集」を１，１００部
作成し、各府省等への説明会及び各府省等文書
主管課職員等に対する公文書保存管理講習会
等で配布した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

  
     ハ 都道府県・

政令指定都市
等公文書館長
会議等を通じ
て、国又は地
方公共団体が
設置する公文
書館との交流
、意見交換等
を行う。 

 

 
・ 地方の公文書
館との交流、意見
交換等の状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 平成１８年５月２６日、「平成１８年度全国
公文書館長会議」を東京都において開催し、国
２機関、地方公共団体３９機関の公文書館等が
参加。今年度から、従来の名称(｢都道府県・政
令指定都市等公文書館長会議｣)を改めて開催。 
・ 当館の招聘により国際公文書館会議（ＩＣＡ
）執行委員会が東京で開催されることに伴い、
記念講演会・同レセプションへの参加と併せて
開催。 
・ 前日の２５日に開催された国際公文書館会議
(ＩＣＡ)執行委員会委員による記念講演会・レ
セプションには、各館長等も参加し、ＩＣＡの
執行委員・事務局関係者や他の参加者と積極的
に意見交換を行った。 
・ 会議の前半は、当館からの諸報告として「平
成１８年度年度計画」、「平成１７年度業務実績
」、「平成１８年度研修計画」、「平成１７年度
国際交流実績及び１８年度国際会議開催予定」、
また、「中間書庫に関する研究会」・「電子媒体
に関する研究会」の２つの研究会報告と、今後の
内閣府懇談会における動向について報告。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ 会議の後半では、「市町村合併時の公文書保
存に関するアンケート」と「国立公文書館が実施
する研修に関するアンケート」についての結果の
概要について報告を行った後、意見交換を行った
。 
・ 市町村合併時における公文書等の保存につい
ては、17年度に引き続き、総務省あて要請を行
った結果、都道府県知事あて「市町村合併時に
おける公文書等の適切な保存に係る一層の推進
について」が再度発出された。 
・ 日本経済新聞文化面に掲載された熊本県宇
城市における公文書保存に向けた取組みに対し
て、館長から市長あて協力の申出を実施。 
 
詳細は報告書７３頁「７ 公文書館長会議の
開催その他の情報の提供・意見交換」に記述。 
 

         

  
     ニ 歴史公文書

等の保存、利
用に関する学
術団体、機関
との交流、意
見交換等を行
う。 

 
・ 学術団体、機
関との交流、意見
交換等の状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
○ 平成 18 年度派遣(出席)実績 
派遣件数：57 件 
派遣機関：37 機関 
派遣人数：81 人 

 
主な派遣(出席)先は、次のとおりである。 
 

・ 日本歴史学協会国立公文書館特別委員会 
 平成１８年７月１３日、館において、日本歴
史学協会国立公文書館特別委員会と国立公文書
館の定例懇談会を開催した。特別委員会から委
員長外８名、館からは館長、理事及び役職員が
出席し、館の運営状況を説明するとともに、意
見交換等を行った。 
 
・ 日本アーカイブズ学会 
  平成１８年４月２３日～２４日に学習院大学
で開催された２００６年度大会において理事が
講演を行った。 
 
・ 記録管理学会 
 平成１８年５月１９日～２０日に横浜市で開
催された２００６年研究大会に理事が出席し
た。 
 
・ ＩＳＯ/ＴＣ４６（情報とドキュメンテーシ
ョン）及びＩＳＯ/ＴＣ１７１（文書画像アプリ
ケーション）国内委員会 
  平成１８年に日本規格協会等で開催されたＩ
ＳＯ/ＴＣ４６国内委員会に８回
(7/21,8/31,10/5,10/25,11/30,12/25,1/24,3/2
)、ＪＩＩＭＡで開催されたＩＳＯ/ＴＣ１７１
委員会に２回(2/13,3/20)、職員がそれぞれ出席
をした。 
 
・ 第２回アジア太平洋アーカイブズ学教育国
際会議 
 平成１８年１０月１７日に学習院大学で開催
された第２回ｱｼﾞｱ太平洋ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ学教育国際会
議において、館長が開会式挨拶を行い、専門セ
ミナー及び講演会に館長以下当館理事・役職員
が参加した。 
 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ 第３回東アジア史料研究編纂機関国際学術
会議 
 平成１８年１１月１０日～１５日に武漢(中
国)で開催された第３回東アジア史料研究編纂
機関国際学術会議において、職員がアジ歴シス
テム及び当館デジタルアーカイブ等について報
告を行った。 
 
・ 福岡県共同公文書館基本構想検討委員会 
 平成１８年１２月２６日に特別参与が委員長
を務める福岡県共同公文書館基本構想検討委員
会が「福岡県共同公文書館基本構想」を福岡県
知事に提出した。 
 
・ 人事院主催第121回、第122回行政研修(係長

級) 

 館長が人事院主催行政研修第121回(平成18年

10月31日)及び第122回(平成19年2月21日)に「公

文書館と文書記録の管理」について特別講話を

行った。 

 

・ アーカイブズ関係機関協議会 

 アーカイブズ関係機関・団体による横断的な

協力・連絡体制の構築と情報の共有化等を図る

ことを目的に、ＡＲＭＡＩnternational、企業

史料協議会、記録管理学会、日本アーカイブズ

学会、(社)日本画像情報マネジメント協会、日

本歴史学協会国立公文書館特別委員会との間

で、アーカイブズ関係機関協議会の結成に向け

て事前調整会議を４回開催した。

(10/12,10/16,1/23,3/6) 

 同協議会の構成、活動、会の運営等について

協議を行った結果、平成１９年度にアーカイブ

ズ関係機関協議会設立会合を開催することとし

た。 
 
詳細は報告書７５頁「７（６）学術研究者・
関係機関との懇談・交流」に記述。 
 

         

 

 

 

 

 
     ホ 館が主催す

る海外アーキ
ビストによる
セミナーの開
催等を通じて
諸外国の情報
を提供する。 

 

 
・ 海外のアーキ
ビストによるセミ
ナーの実施状況及
び情報提供状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ ICA 執行委員会の東京開催にあたり、ICA 会

長外４名に講演を依頼し、平成 18 年 5 月 25 日、

「世界の公文書館は今」をテーマに記念講演会

を開催した。当日は、ICA 執行委員、地方公文書

館長、国内公文書館関係者等 121 名が参加した。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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     ヘ 歴史公文書

等の保存、利
用等に関する
情報誌である
「アーカイブ
ズ」を発行し
、国及び地方
公共団体等に
配布する。ま
た、内容の充
実を図るとと
もに、ホーム
ページ上で公
開する。 

 

 
・ アーカイブズ
の発行、配布状況
及びホームペー
ジ上での公開状
況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

    

 
 季刊誌として、特集号（アジア歴史資料セン
ター５年の回顧と展望）を含め年 4回刊行した。 
・ 海外の公文書館の状況を毎回取り上げると
ともに、国内での大学アーカイブを新たに取り
上げた。 
 
・ 各 1,000 部作成して、国・地方の公文書館、
国の機関、地方公共団体、研究機関等に配布。
特集号については 2,000 部印刷し、アジ歴の広
報活動に利用した。 
・ 刊行後速やかにホームページに掲載し、よ
り広い情報提供に努めた。 
 
詳細は報告書６７頁「②情報誌「アーカイブズ」
の刊行」に記述。          

 
⑥ 利用者の利便性
向上のための所在
情報の提供 

 

 
 

           

 
保存利用機関等
が保持する歴史公
文書等の所在情報
を一体的に提供す
るため、今までの検
討結果を踏まえ、国
の保存利用機関の
詳細な所在情報の
提供や主要な所蔵
資料の紹介等をホ
ームページ上で行
う。 

 

 
・ ホームページ
による所在情報等
の提供状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 「歴史公文書等所在情報ネットワーク検討連
絡会議」における情報の提供方法の具体化に関
する検討結果を踏まえ、歴史公文書探究サイト
「ぶん蔵」を立ち上げ、平成１８年７月に公開
した。 
・ 「ぶん蔵」は、中高生ぐらいの利用者にも理
解できるよう、館及び宮内庁書陵部、防衛省防
衛研究所図書館、外務省外交史料館、国立国会
図書館憲政資料室の５機関の所在情報の提供及
び主要な所蔵情報を分かりやすくホームページ
上で紹介しており、公開以後においても、コン
テンツの追加など内容の充実を行った。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
⑥  利用者の利便性向
上のための所在情報
の提供 
 
 
利用者の利便性を
図るため、保存利用
機関等が保持する歴
史公文書等の所在情
報を一体的に提供す
ることを目的として
、これら機関との連
携を更に推進し、所
在情報の共有化を図
るとともに、可能な
ところから、利用者
の利便性向上のため
の所在情報の提供に
努める。 

 
 
また、利用者の利
便性向上のため、引
き続き、立法府、司
法府を含む国の保
存利用機関との間
で、更なる情報内容
の充実について検
討する。 

 

 
・ 所在情報を充
実させるための検
討状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 上記５機関に加え、衆議院憲政記念館及び最
高裁判所事務総局の計７機関で構成される「歴
史公文書等所在情報ネットワーク検討連絡会議
」を３回開催し、歴史公文書探究サイト「ぶん
蔵」の在り方等について検討するとともに、類
縁機関等に対する当館ホームページのリンクを
２１機関から２３機関に拡充した。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  

 
⑦  国際的な公文書館
活動への参加・貢献 

 

 
⑦ 国際的な公文書
館活動への参加・貢
献 

 

            

 
館が国際社会にお
ける我が国の地位に
ふさわしい形でその
役割を果たすため、
情報交換の促進など
国際的な公文書館活
動への積極的な参加
・貢献を行う。 

 

    
    ⅰ) 国際的な公文

書館活動への積
極的貢献 
 
館が国際社会
における我が国
の地位にふさわ
しい形でその役
割を果たすため、 

 
 
 
 
・ ＩＣＡ執行委
員会の開催状況及
びＥＡＳＴＩＣＡ
総会の開催準備状
況 

 
 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
 
・ 平成18年5月22日から25日まで、ICA副会長
国として、執行委員会を東京に招致し、17カ国/
地域から27名が来日した。 
・ 執行委員会開催を記念して5月25日に記念講
演会を開催し、ICA執行委員、地方公文書館長、
国内公文書館関係者等121名が参加した。 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ｅ委員 
 国際的な公文書館活
動、外国の公文書館との
交流などは、高く評価す
べきであると考えます。
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国際公文書館会
議（ＩＣＡ）の副
会長国としての
活動を中心に、積
極的な貢献を行
う。このため、Ｉ
ＣＡ執行委員会
を東京で開催し、
国際的な公文書
館活動への参加
を通じて、世界と
日本の公文書館
の交流を図る。 
また、２００７
年に日本で開催
する予定の第８
回国際公文書館
会議東アジア地
域支部（ＥＡＳＴ
ＩＣＡ）総会の準
備に着手する。 

 
 

   
・ 7月10日から12日まで、イタリア（ローマ）
で開催されたICA管理運営委員会に館長が出席
し議長役を務めた。 
・ 11月18日から24日まで、オランダ領アンティ
ルで開催された第39回国際公文書館円卓会議（C
ITRA）に館長が出席し、「キュラソー合意2006
」の策定を主導した。 
・ 2月4日から8日まで、マレーシア（クアラル
ンプール）で開催された2008年ICA大会準備会合
に理事が出席し、東アジア地域を代表して意見
を述べた。 
・ 3月28日から4月2日まで、アイスランド（レ
イキァヴィーク）で開催されたICA執行委員会、
CITRA事務局会合、管理運営委員会に館長が出席
した。 
・ 第8回EASTICA総会及びセミナー東京会合開催準
備のため、準備グループを立ち上げ、開催要領の
策定、会場の決定、セミナー及びシンポジウムの
講師依頼等を行った。 
 

詳細は報告書７９ページ「８国際交流」に記述。 

         
今後は、外国の公文書館
に比較して、日本の公文
書館が遅れているよう
なこと（人員など）があ
る場合には、積極的に政
策提言を行われること
を希望します。 

  
    ⅱ) 国際会議等へ

の参加 
 
オランダ領ア
ンティルで開催
される予定の国
際公文書館円卓
会議（ＣＩＴＲＡ
）及びモンゴルで
開催される予定
のＥＡＳＴＩＣ
Ａ理事会及びセ
ミナーに参加し、
我が国の実情を
紹介するととも
に、参加各公文書
館関係者との交
流を深める。 
また、その他公
文書館活動に関
連する国際会議
等に積極的に参
加し、国際交流・
協力を推進する。 

 
 
 
・ ＣＩＴＲＡ、
ＥＡＳＴＩＣＡ及
びその他の国際会
議への参加状況 

 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
・ 11月18日から11月24日まで、オランダ領アン
ティルで開催された第39回CITRA に館長等が出
席した。 
・ 会議準備のため、館長がCITRA責任者として
事務局と恒常的に連絡を取り、準備に当たった。 
・ 8月19日から24日まで、モンゴル（ウランバ
ートル）で開催された、第16回EASTICA理事会及
びセミナーに理事等が出席した。また、2007年
に東京で開催する第8回EASTICA総会及びセミナ
ーへの参加を呼びかけた。 
・ ICAの教育・研修セクション（ICA/SAE）が主
催する「第２回アジア太平洋アーカイブズ学教
育国際会議」を館が後援し、職員が実行委員と
して開催準備に参画した。 
・ 10月18日から19日まで、学習院大学で開催さ
れた同会議において、職員が館の研修プログラ
ムについての発表を行った。また、同会議及び2
0日の公開講演会に役職員が出席した。 
  
詳細は報告書７９ページ「８国際交流」に記
述。 
 
 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ
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    ⅲ) 外国の公文書

館との交流推進 
 
中国をはじめ
とするアジア地
域の公文書館と
一層緊密な関係
を築くため、今後
とも交流を深め
るとともに、外国
の公文書館等か
らの訪問・研修受
入れ等の要請に
積極的に対応す
る。 
 

 
 
 
 
・ 国際交流推進
の状況 

 
 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
 
・ 11月10日から15日まで、中国（武漢）で開催
された第3回東アジア史料研究編纂機関国際学
術会議に職員が参加し、館の所蔵資料情報提供
の取組みについて発表した。 
・ インドネシア・アチェ州立公文書館等の修復
関係者(２名)及びアフガニスタン国立公文書館
の修復関係者（3名）を受け入れ、修復・ 保存
に関する研修を実施した。 
・ ICA執行委員会委員、ICA/SAE運営委員、ドイ
ツ連邦公文書館副館長等の来訪を受け、公文書
館活動について活発な意見交換を行った。 
 
 詳細は報告書７９ページ「８国際交流」に記述
。 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
・ 外国公文書館
等の視察、情報交
換、資料交換等の
状況 
 
 

 
 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
 
・ 本館及びアジア歴史資料センターの役職員
が、イタリア、スイス、モンゴル、オランダ領
アンティル、韓国、米国、マレーシア、インド
ネシア、中国、カナダの国立公文書館等を視察
し、見学・意見交換等を行った。 
・ 外国公文書館等から寄贈された文献約110冊
を受け入れた。 
  
詳細は報告書７９ページ「８国際交流」に記
述。 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ

 
 
 
 
 

 

 
    ⅳ) 外国の公文書

館に関する情報
の収集と館情報
の海外発信 
 
館の充実に資

するため、先進的
な外国の公文書
館等への視察、情
報の交換、資料交
換等を通じ、外国
の公文書館及び
公文書館制度等
に関する情報の
収集及び蓄積を
行う。 
 
また、国際会議
における発表等
を通じて、館に関
する情報の海外
発信に努める。 
 
 

 
・ 情報の海外へ
の発信状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 東京（10月）、中国・武漢（11月）、米国・
ボストン（3月）で開催された公文書館活動に関
係する国際会議において、職員が館の活動につ
いて発表した。 
・ デジタルギャラリー解説、新規に作成した絵
葉書の解説、常設展示及び特別展「明治宰相列
伝」解説等の英語版を作成した。 
・ 研究紀要「北の丸」第39号及び「年報」第3
5号を海外の公文書館等に発送した。 
  
詳細は報告書７９ページ「８国際交流」に記
述。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
 
 

 

 
⑧  調査研究 
 

     移管・保存、公開審
査・利用及び修復等に
関する諸問題につい
て広く館職員の間で
認識を共有するため、
自由闊達な意見交換
と、協議決定や外部有
識者を招へいしての 

 
⑧ 調査研究 
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勉強会を行うことを
目的とした研究連絡
会議等を、定期的なも
のの他に、必要に応じ
て臨時的に開催する
ものを含め年１２回
以上開催する。 

 
・ 研究連絡会議
の開催状況（年間
１２回以上） 
 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
１００％以上 
・ 館長以下本館役職員、つくば分館職員及びセ
ンター職員が参加する研究連絡会議を12回開催
した。主な議論の内容は、各専門官が実施する調
査研究課題のほか、移管事務の進捗状況、春・秋
の特別展、国際会議参加報告等多様なテーマにつ
いて、活発な議論を行った。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 

 
    ⅰ)  移管・保存、

公開審査・利用及
び修復等に関す
る諸問題につい
て広く館職員の
間で認識を共有
するため、自由闊
達な意見交換と、
協議決定を行う
ための研究連絡
会議等を年12回
以上開催する。特
に、館の中核的業
務を担うアーキ
ビストとしての
公文書専門官・公
文書研究官は、館
が所蔵する歴史
公文書等の内容
等について調査
研究を行い、その
成果をホームペ
ージ上で公開す
る。 

 
・ 所蔵歴史公文
書等の内容等につ
いての調査研究の
内容及びホームペ
ージでの公開状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 利用者の検索を容易にすることを目的として
、内閣文庫所蔵資料（国書）の絵図所在情報を
作成することとし、平成18年度は「古今要覧稿
」ほか全207冊の絵図細目原稿を作成した。 
・ 内閣文庫所蔵の朝鮮本の解題を平成16年度か
ら４年計画で作成することとしており、平成18
年度は37部の解題を作成した。 
・ 平成17年度の国書の絵図所在情報及び朝鮮本
の解題の成果は、「北の丸」の第39号に掲載する 
とともに、ホームページで公開した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
特に、館の中核的業
務を担うアーキビス
トとしての公文書専
門官・公文書研究官
は、館が所蔵する歴
史公文書等の内容等
について調査研究を
行い、国民への紹介
に資することとする
。 

 
 

 
      また、外部講

師を招き講義を
受けるとともに
意見交換を行い、
公文書専門官等
のアーキビスト
としての素養、資
質の向上を図る。 
 
 

 
・ 外部講師の招
へい状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 研究連絡会議では外部の有識者を招いた勉強
会として、第50回で「地方自治体における公文
書館設立の現状と課題」について、横山 定氏
（岡山県立記録資料館学芸員）、山本 幸俊氏
（上越市公文書館準備室指導主事）から、第52
回で「オーストラリア国立公文書館が行う研修
」について、マリアン・ホイ氏(オーストラリア
国立公文書館研修プロジェクト及び運営部次長
）から、第57回で「文書管理のための法整備に
ついて‐公文書管理法研究会･論点整理から‐」
について、高橋 滋氏（一橋大学大学院法学研
究科教授）からそれぞれ講義を聴くとともに、
館役職員との意見交換を行った。 
・ 研究連絡会議における自由闊達な意見交換等
により、専門官のアーキビストとしての素養、
資質の向上を図るとともに、館職員間の公文書
館をめぐる諸問題、諸課題に関して共通認識の
形成が図られた。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
 

  
    ⅱ) 館が行った調

査研究の成果等
を公表する研究
紀要「北の丸」に
より多面性を持
たせるため、研究
連絡会議で検討
し、その内容の充
実を図る。 

      また、海外向
けには英文目次
に加えて主要掲
載論文の英文要
旨を添付し、情報
発信に努める。 

 
・ 紀要「北の丸
」の内容等及び主
要掲載論文の英文
要旨の添付状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 当館から地方自治体の設立する公文書館への
情報発信として「情報サービス論的視点からのア
ーカイブズ経営学序説:マニフェストとして」、
また戦時下での公文書の保存に係る論考「公文書
の疎開と復帰」を掲載することで、「北の丸」の
内容をより充実させることとした。 
また、利用者の検索を容易にすることを目的
として内閣文庫（国書）の挿絵所在情報を掲載
することとし、「古今要覧」ほか207冊の絵図細
目原稿を作成した。さらに内閣文庫所蔵の朝鮮
本の解題を平成16年度から4年計画で作成する
こととしており、37部の「朝鮮本解題」を作成
した。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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・ 「北の丸企画・編集ＷＧ」及び研究連絡会議
において掲載内容の検討を行い、研究紀要「北
の丸」の充実に努めた。 
・ 海外への関係機関には掲載内容を分かりやす
く発信するために、主要掲載論文の英訳要旨を
巻末に掲載した。 
・ 1,000部作成し、国・地方の公文書館・図書
館、国の機関、大学附属図書館、大学アーカイ
ブズ、大学史料室、研究機関、海外の公文書館
等に配布した。 
 

         

 
(3)アジア歴史資料のデ
ータベースの構築及
び情報提供 

 

             
(3) アジア歴史資料のデ
ータベースの構築及び
情報提供 
 
  

アジア歴史資料セ
ンター（以下「センタ
ー」という。）のデー
タベース構築計画の
促進を図る。 
また、センターの情
報提供サービスを広
く国内外に周知し、デ
ータベース利用のよ
り一層の促進を図る
とともに、利用者の立
場に立った利便性の
向上のためのシステ
ムの見直しなど、利用
者が継続的に安定し
て利用できるよう以
下の措置を講ずる。 

 

            

 
① アジア歴史資料デ
ータベースの構築 
 

 
① アジア歴史資料データ
ベースの構築 

            

 
    ⅰ) 前期計画に引き

続きデータベース
構築業務の効率化
を図り、受入れ資
料の１年以内の公
開を実施する。 

 

 
    ⅰ) データベース

構築計画に基づ
き、館及び外務省
外交史料館、防衛
庁防衛研究所図
書館（以下「所蔵
機関」という。）
が平成１７年度
に電子情報化し
たアジア歴史資
料の提供を受け
る。 

 

 
・ データベース
構築計画（２６０
万コマ）に対する
データ入手状況 
 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
・ 当初２６０万コマの資料を受け入れる計画で
あったが、外交史料館及び防衛研究所からの提
供数が、それぞれ、当該資料中の個人情報の取
扱いや画像変換作業の遅れ等により、１７６．
６万コマしか提供されなかった。 
・ 内訳は館より４６．０万コマ、外交史料館よ
り５３．４万コマ、防衛研究所より７７．２万
コマ。 

 
ー 

 
― 

 
Ｂ 

 
― 

 
Ｂ 

 
―

 

 
 

 
 
 
 項目別評価表を見直
したところ、アジア歴史
資料センターは、資料を
受け入れて１年以内の
公表を目標として作業
を行うこととしており、
受け入れるだけの部分
を評価することは相応
しくないと判断し、評価
は行わないこととする。
（案） 
 
Ｂ委員 
 外交史料館及び防衛
研究所という当法人で
コントロールできない
先方の事情が遅延の原
因とのことであるが、評
価の指標は、外部環境要
因も加味して設定した
上で、自己評価すること
が望ましい。 
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 Ｅ委員 
 評価をすべきだとは
考えますが、公文書館の
努力ではいかんともし
がたいことを評価する
ことは難しいというこ
とで、評価しないことに
しました。ただし、なぜ
評価をしないのかとい
うことを付記すること
が必要と思います。今後
は、鋭意督促したことの
具体的な活動内容が分
かるような形でご報告
をいただきたいと思い
ます。 

 
・ 受入れ資料（
２６０万画像）の
画像変換・目録作
成作業の処理状況 
 

 
１００
％以上 

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
・ 入手した１７７万コマのデータについては、
入手時期の遅れに加え、難読語の数が当初予測
よりも多かったことや、新しい目録仕様への対
応に時間を要したものの、１年以内の公開を目
指しての目録データの作成及び画像変換のため
のアジ歴内の作業を実施した。 
 
詳細は報告書８８頁「③データベース構築作
業」に記述。 

 

― 

 

― 

 

Ｂ 

 

― 

 

Ｂ 

 

―

 
 

 
 

 
    ⅱ) 所蔵機関から

提供されたアジ
ア歴史資料の画
像変換や目録作
成等のデータベ
ース構築作業の
効率化を図り、受
入れ資料（２６０
万画像）の１年以
内の公開を実施
する。 

 
 
・ 受入れ資料（
２６０万画像）の
１年以内公開の実
施状況 
 
 

 
１００
％以上 

   
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％
以上 
 

７５％
未満 
 

 
２５％
未満 

 
・ 平成１７年度（平成１７年９月から平成１８
年２月）に受け入れた資料２７０万コマを平成
１８年８月までに全て公開し、１年以内に公開
するという目標は達成された。 
・ 平成１８年度に受け入れた資料１７７万コマ
については、平成１９年１１月までに公開する
予定。 

 

― 

 

― 

 

Ｂ 

 

― 

 

Ｂ 

 

―

 
 

 
 
 
 当該年度に受け入れ
た資料を１年以内に公
開するということは、作
業及び公開時期が翌年
度にまたがるため、本年
度評価を行うことは難
しく、今後対応を検討す
る。（案） 

 
・ アジア歴史資
料の入手状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 平成１９年度入手予定分４６万コマを第３四
半期に館より早期入手。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

  
    ⅲ) また、各所蔵

機関が平成１８
年度中にデジタ
ル化を図るアジ
ア歴史資料につ
いても、可能なと
ころから順次、提
供を受け作業に
着手する。 

 
 

 
・ 画像変換等の
作業状況 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 入手した４６万コマのデータについては、目
録データの作成及び画像変換のためのアジ歴内
の作業を実施した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
    ⅱ) 前期計画のシス

テム等の状況調査
を踏まえ、最新の
デジタル情報技術
に対応したシステ
ムを検討し、適切
な選定を行う。 
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    ⅲ) 国内外の利用者

のニーズをより良
く反映した情報提
供システムの改善
を図る。 

 
    ⅳ) 国内外の利用

者のニーズをよ
り良く反映した
情報提供システ
ムの改善を図る。 

 

 
・ 情報提供シス
テムの改善状況 
 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 新システムの導入に伴い検索機能を強化。資
料群指定検索の追加及び辞書検索機能を強化し
、他機関との横断検索機能を実用化した。 
  
詳細は報告書８９頁｢(2)新システムへの移行
・運用｣に記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

  
    ⅴ) 現情報提供シ

ステムから次期
情報提供システ
ムへの移行を円
滑に行う。 

 

 
・ 次期情報提供
システムへの移行
状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 平成１８年１０月に新システムへの移行を予
定どおり行った。 
  
詳細は報告書８９頁｢(2)新システムへの移行
・運用｣に記述。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
② アジア歴史資料セン
ターの広報 

 
② アジア歴史資料
センターの広報 

            

 
・ スポンサーサ
イト広告等の実施
状況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ スポンサーサイト広告を通年で実施する予定
であったが、入札の不調による８カ月の中断後
、平成１８年１２月から平成１９年３月まで実
施した。 
・ 特別展開催などに合わせ、バナー広告を計画
どおり２回実施した。 
  
詳細は報告書９１頁｢(3)インターネット広報
｣に記述。 

 
Ｂ 

 
Ｂ 

 
Ｂ 

 
Ａ 

 
Ｂ 

 
Ｂ

 
 

 
    ⅰ) 前期計画に引き

続きインターネッ
ト上で行いうる効
果的な広報活動に
努める。 

 

 
    ⅰ) 広報効果の高

いスポンサーサ
イト広告を継続
して行うととも
に、次期システム
移行時にはバナ
ー広告により広
く広報し、また啓
発宣伝用品の作
成等も検討する。 

 

 
・ 啓発宣伝用品
の作成等の検討状
況 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定
する。 

 
・クリアファイル及びリーフレットを作成した。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 
Ｃ委員 
 サイトでの広報は、や
り方を誤ると、費用対効
果の点で納税者の同意
を得にくいと思われる
ので、慎重にことを進め
る位の方が良いのでは
ないかと思う。 
 
 
 
 
Ｅ委員 
 作成したことは評価
しますが、このことと啓
発宣伝効果があったこ
とは別のように思いま
す。全般的に広報につい
ては、その効果も検証し
なければ、評価が難しい
と考えます。 
 

 
    ⅱ) より幅広い利用

者の拡大を図るた
め、インターネッ
ト上で特別展を実
施する。 

 
    ⅱ) より幅広い利

用者の拡大を図
るため、インター
ネット上で特別
展を実施する。 

 

 
・ インターネッ
ト上での特別展の
実施状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 従来からの３つのインターネット特別展に加
え、内閣情報局の啓発宣伝用グラビア誌「写真
週報」を基にインターネット特別展「写真週報
」を公開し、ＮＨＫニュース等で取り上げられ
た。 
  
詳細は報告書９１頁｢(5)新特別展の立ち上げ
｣に記述。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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    ⅲ) 学校教育等を始

め、国内外の大学
等の日本研究機関
との関係強化を図
るため、セミナー
、デモンストレー
ション等を効果的
に行う。 

 
    ⅲ) 学校教育等を

始め、国内外の大
学等の日本研究
機関との関係強
化を図るため、セ
ミナー、デモンス
トレーション等
を効果的に行う。 

 

 
・ 国内外の大学
等でのセミナー、
デモンストレーシ
ョン等の実施状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 国内の大学、研究機関等１６カ所において延
べ約６００名を対象に資料検索方法等のデモン
ストレーションを行った。 
・ 中国、韓国、米国等の関係機関を訪問し、ア
ジ歴の活動を紹介するとともに、協力の方途に
つき意見交換を行った。また、中国、韓国はじ
め海外機関の関係者がアジ歴を来訪した。 
 詳細は報告書９２頁「(6)国内外関係機関との
交流を通じた広報」に記述。 
・ アジ歴開設５周年を機に、「歴史が蘇るデジ
タル・アーカイブ」と題し、シンポジウムを開
催し、約１６０名の参加を得た。 
  
詳細は報告書９０頁｢(1)アジ歴開設５周年記
念行事｣に記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
③ 利用者の利便性向
上のための諸方策 
 

 
③ 利用者の利便性
向上のための諸方
策 

 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
 
 
 

 
    ⅰ) 多言語対応や検

索手段の充実等を
はじめ、アジア歴
史資料センターの
ホームページの改
善を図る。 

 
    ⅰ) インターネッ

ト等を通じたモ
ニター制度等に
より利用者の動
向、ニーズ等必要
な情報収集を行
うと共に、その分
析を行う。 

 
・ モニター制度
等による情報収集
及び分析の実施状
況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 利用者モニター制度によりモニターアンケー
ト(２２４名中１６３名回答)を実施し、アジ歴
業務への高い評価を得た。 
  
詳細は報告書９５頁「３.利便性向上」に記述
。 

 
Ａ 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
    ⅱ) アジア歴史資料

センター提供資料
の充実を図るため
、国内の機関が保
管するアジア歴史
資料について、そ
の内容、所在の把
握に努める。 

 
    ⅱ)  センターの

提供資料の充実
を図るため、国内
の機関が保管す
るアジア歴史資
料について、その
内容、所在の把握
に努める。 

 
・ 国内の機関が
保有するアジア歴
史資料の内容及び
所在の把握状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 国内の関係機関(大学、地方図書館等)が保管
するアジア歴史資料について、外部委託でその
内容、所蔵の調査を行った。調査結果は、今後
アジ歴が提供する資料との関連も踏まえて公開
することとしている。 
  
詳細は報告書９６頁「３.利便性向上」に記述
。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
    ⅲ) 関係諸国民の利

用を容易にし、併
せてアジア近隣諸
国等との相互理解
の促進に資するた
め、国外の大学・
研究機関との交流
を行う。 

 
 

 
    ⅲ)  関係諸国民

の利用を容易に
し、併せてアジア
近隣諸国等との
相互理解の促進
に資するため、国
外の大学・研究機
関との交流を行
う。 

 
・ 国外の大学・
研究機関との交流
状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 各国の関係機関を訪問した中で、特に中国と
はハイレベルでの相互訪問が実現し、アジ歴へ
の理解が深まった。 
 
 詳細は報告書９３頁「②海外機関との交流」な
どに記述。 
 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ
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   ⅳ)  上記の結果を

踏まえ、センター
のホームページ、
検索システム等
を随時見直し、利
用者の視点に立
った情報提供サ
ービスとなるよ
う、可能なところ
からシステムの
更なる改善に努
める。 

 
・ ホームページ
、検索システム等
の見直し及び改善
状況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ 新システム導入に伴う改善に加え、随時利用
者のコメント、要望を受け付け、適宜対応して
きている。 
 
詳細は報告書９５頁「３．利便性向上」に記述
。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

  
    ⅴ) インターネッ

トによる安定的
な情報提供を実
現するため、引き
続きセキュリテ
ィの維持に努め
る。 

 
 セキュリティ維
持のための措置状
況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
・ システム安定稼動のための従来からの監視体
制を継続するとともに、１８年度は情報セキュ
リティ監査を行い、技術系診断及びマネジメン
ト系診断を行った。 
 
 詳細は報告書９５頁「３．利便性向上」に記述
。 

 
Ａ 

 
Ａ 
 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
３ 予算（人件費の見積りを
含む。）、収支計画及び資
金計画 

 
  別紙のとおり 
 

 
３ 予算（人件費の見積り
を含む。）、収支計画及
び資金計画 

 
  別紙のとおり 
 

 
 
 
 
・ 予算、収支計
画、資金計画に対
する実績額 
 

 
 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
 
・ 「平成18事業年度財務諸表」及び「平成18
事業年度計画予算・収支計画・資金計画及び実
績」参照。 
・ 年度計画に定める予算に対する決算において
差額が生じているが、「公文書等保存利用経費
」における差額は、国民に対するサービス向上
のため、公文書等のマイクロフィルム化及びデ
ジタル化の進ちょくを図ったこと等による執行
増であり、「アジア歴史資料情報提供事業費」
における差額は、所蔵機関からのデータ提供が
遅れたことなどにより、目録作成・画像変換業
務等に係る経費の一部が執行できなかったこと
等による執行残である。また、「一般管理費」
における差額は、入札不調により耐震等調査の
開始時期が遅れたため繰越となったこと及び一
般事務費の節減等に伴う執行残であり、「人件
費」における差額は、欠員があったこと等に伴
う執行残である。 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ 

 
 
 
 
Ａ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
４ 短期借入金の限度額 
 
  短期借入金の限度額は、
１億円とし、運営費交付金
の資金の出入に時間差が
生じた場合、不測の事態が
生じた場合等に充てるた
めに用いるものとする。 

 
４ 短期借入金の限度額 
 
  短期借入金の限度額は
、１億円とし、運営費交
付金の資金の出入に時間
差が生じた場合、不測の
事態が生じた場合等に充
てるために用いるものと
する。 

 
 
 
・ 短期借入金の
発生状況 
 

 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
・ 実績なし 

 
 
 
－ 

 
 
 
― 

 
 
 
― 

 
 
 
― 

 
 
 
― 

 
 
 
―
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５ 重要な財産の処分等に関
する計画 

 
  重要な財産の処分等に関
する計画の見込みはない。 

 
 

 
５ 重要な財産の処分等に
関する計画 

 
 
  その見込みはない。 
 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
 
 
 

 
６ 剰余金の使途 
 
  剰余金は、デジタルアー
カイブ化の推進並びにア
ジア歴史資料のデータベ
ースの構築及び情報提供
に係る業務に充てるもの
とする。 

 

 
６ 剰余金の使途 
 
  剰余金は、デジタルア
ーカイブ化の推進並びに
アジア歴史資料のデータ
ベースの構築及び情報提
供に係る業務に充てるも
のとする。 

 

 
 
 
・ 剰余金の発生
原因及び使途、管
理状況 
 

 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
・ 目的積立金（通則法第44条第3項積立金） 
なし 

 
（参考）利益剰余金（通則法第44条第1項積立金
） 
・発生状況： 
 平成17年度：発生(3,479,429円) 
  平成18年度：発生(  168,746円) 
・金  額：3,648,175円 
・発生原因：自己収入が予算より多かったこと等

のため。 
・使  途：積立金として整理。 
・管理状況：普通預金にて管理。 
 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
７ その他内閣府令で定める
業務運営に関する事項 

 
 

 
７ その他内閣府令で定め
る業務運営に関する事項 

 

            

 
(1) 施設・設備に関する計
画 

 
    施設・設備に関する計

画の見込みはない。 
 

 
(1) 施設・設備に関する
計画 

 
    その見込みはない。 

            

 
(2) 人事に関する計画 
 
   ①  方針 

館の機能強化及び
業務の多様化に対処
するため、管理部門と
業務部門の業務実態
等を踏まえ、弾力的な
組織の構築とこれに
対応する必要な人材
を確保するとともに
適正な人員配置を行
う。 

 
(2) 人事に関する計画 
 
    館の機能強化及び

業務の多様化に対処
するため、弾力的な組
織の構築とこれに対
応する適正な人員配
置を行う。 

 
 
 
 
 

 
 
 
・ 館の機能強化
及び業務の多様化
に対処するための
弾力的な組織の構
築や人員配置の状
況 
 

 
 
 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 
 
・ 館の充実強化及び国際活動の積極的展開を図
るため、電子情報や国際関係等について専門的
知識を有する者１名を新たに公文書専門官とし
て採用した。 
・ 従来の連絡会議の機能を包含した幹部会を毎
週開催することにより、効率的かつ迅速な意思
決定による業務運営を図った。 
・ 「公文書館制度を支える人材養成のためのＰ
Ｔ」を１１回開催し、各研修内容の充実・強化
に取り組んだ。 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ 

 
 
 
Ａ
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   ②  人事に関する指標 

期末の常勤職員数
は、期首の１名減とす
る。 

 
 

 
    また、館及び関係

省庁や民間などにお
いて実施する研修等
に職員を積極的に参
加させ、資質の向上を
図る。 

 
・ 参加させた研
修の内容、参加状
況 
 

 
・ 国立公文書館からの説明等を受
け、分科会委員の協議により判定す
る。 
 

 
 報告書１３頁「②職員の能力、資質等の向上を
図るための措置」に記述。 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ 

 
Ａ

 
 

 
 
 

 
※ 項目別評価表の自己評価は、独立行政法人が自ら定めた年度計画をどの程度執行したかについて自ら評価したものであり、評価委員会が業務実績評価を行う際の重要な判断材料となるものである。 
 
評価委員会は、独立行政法人が行った定量的な指標に基づく自己評価については、自己評価に誤りがないか、指標に基づき適切な自己評価をしているか等について調査・分析を行い、評価委員会 
 
として評価を行った。定性的な指標に基づく自己評価については、あくまで評価の際の参考とし、評価委員会において評価基準に基づき評価を行った。 


